
ＪＡいみず野 本店をご利用の皆様へ 

 

お取引店変更についてのご案内 

 

皆様方には日頃よりＪＡいみず野をご利用いただきありがとうございます。

さて、当組合では機構改革の一環として、下記の通り店舗統合を実施して新

たにスタートさせていただくことになりました。 

 つきましては、平成 27年 4月 18日(土)以降の各種お取引につきましては

次によりお取扱いをさせていただきたく、なにとぞご了承賜わりますようお

願い申し上げます。  

 

い み ず 野 農 業 協 同 組 合  

代表理事組合長 水 元  睦 雄  

 

◆店舗統合実施日 

 平成２７年４月１８日（土） 

 

◆店舗統合実施店舗 

現在店舗  新店舗（引継ぎ店舗） 

店舗コード 店舗名  店舗コード 店舗名 電話番号 

４２１ 本  店 

 
４３５ 大門支店 52-0415 

 

 〒939-0276 射水市北野 1555-1 

 

※今回の統合による口座番号の変更はございませんが、上記の通り店舗名

と店舗コードが変更となりますので、お手数でございますが以下のお手

続きをお願い致します。 

 

１．貯金通帳のお取扱い 

§ お手元の通帳は、平成 27年 4月 18 日(土)以降、窓口およびＡＴＭで

のご使用ができなくなりますので、4月 20 日(月)以降、「引継ぎ店舗」

の大門支店で新通帳に切り替え手続きをさせていただきます。 

§ お手数でございますが、4月 20日(月)以降、現在ご使用の通帳をご持

参のうえ大門支店へご来店いただきますようお願い申し上げます。 

§ 新通帳への切り替えの手続は、当組合の「引継ぎ店舗」以外ではお取

扱いできませんのでご注意ください。 

 



２．貯金証書（契約の証含む）のお取扱い 

 § 貯金証書・契約の証は切り替えの必要はございません。 

 

３．ＡＴＭをご利用のお客様へ 

① キャッシュカードをご利用の場合 

§ 現在ご使用のキャッシュカードは、そのままご使用いただけます。 

② 通帳をご利用の場合 

§ 現在ご使用の通帳は、ご使用いただけません。 

§ つきましては、前記１．により「新通帳」へお切り替えのうえ、ご使

用願います。 

 

４．当座貯金をご利用のお客様へ 

 § お手元の小切手帳・約束手形帳は、平成 27年 4月 17日(金)までに新

しい小切手帳・約束手形帳と差し替えさせていただきますので、4 月

20日（月）以降は新しい小切手帳・約束手形をご使用ください。 

なお、差し替え以前にお振り出しされた「本店」を支払場所とする小

切手・約束手形等は、4月 20日(月)以降「大門支店」にお引継ぎいた

します口座から引き落としさせていただきます。 

 

５．国債取引口座をご利用のお客様へ 

 § 国債の元金・利金は「大門支店」にお引継ぎいたします口座へご入金

させていただきます。 

 

６．公共料金等自動支払いをご利用のお客様へ 

 § 平成 27年 4月 20日(月)以降の公共料金等の自動支払いにつきまして

は、｢大門支店｣で引き続きお取り扱いさせていただきます。 

 § それぞれの支払先への店舗変更手続きは、当組合で手続きいたします。 

 § 変更手続きが完了するまでの間、支払先からの領収書等に旧店舗名（本

店）で表示される場合があります。 

 

７．各種振込について振込口座をご指定いただいているお客様へ 

 § 平成 27年 4月 20日(月)以降、お客様の振込受取口座の店舗名が「大

門支店」に変更となります。 

 § なお、お手数ではございますが、4 月 20日(月)以降の振込につきまし

ては、「大門支店」の店舗名・口座番号宛てに変更いただけるよう、

お振込人様へのご連絡をお願い申し上げます。 

 § 4月 20日以降、お客様への振込が「本店」宛てにまいりますと、当日

中にお振込みができない場合がありますのでご注意ください。 

 

（→ 裏面もご覧ください。） 

 



８．給与振込をご利用のお客様へ 

§ 平成 27年 4月 20日（月）以降、お客様の給与振込口座は「大門支店」

にお引継ぎいたします口座に変更となります。 

§ なお、お手数ではございますが、ご勤務先の給与支払い事務ご担当

の方に新店舗の店番・店舗名（435・大門支店）、口座番号をお届け

くださいますようお願い申し上げます。 

§ 4月 20日以降、お客様への振込が「本店」宛てにまいりますと、当日

中にお振込みができない場合がありますのでご注意ください。 

  

 

９．年金振込をご利用のお客様へ 

 § 平成 27年 4月 20日(月)以降、お客様の年金受取口座は「大門支店」

にお引継ぎいたします口座に変更となります。 

 § 公的年金(新国厚生・厚生・旧国民・船員年金)振込のお取り扱いにつ

きましては、当組合において店番・店名変更に伴う手続きをさせてい

ただきますので、従来どおりご利用できます。 

§ その他各種年金のうち一部年金につきましては、お客様よりそれぞれ

の支払機関に所定の変更届をご提出いただく場合もございますので、

その際には改めて当組合よりご案内申し上げます。 

 

10．融資・各種ローンをご利用のお客様へ 

 § 「大門支店」で引き続きお取り扱いさせていただきます。なお、現在

ご使用のローンカードは、キャッシュカードと同様、そのままご使用

いただけます。 

 

11．マル優・マル特・マル財をご利用のお客様へ 

 § 少額貯蓄非課税制度(マル優)・少額公債非課税制度(マル特)・勤労者

財産形成促進制度(マル財)のお取り扱いにつきましては、当組合より

税務当局へ利用金融機関店舗の変更手続きをさせていただきます。 

  

12．代金取立手形のお取扱い 

 § 「本店」が受託しておりますお取立手形・小切手等のうち、平成 27

年 4月 20日(月)以降に入金となります代わり金は「大門支店」にお引

継ぎいたします口座へ入金させていただきます。 

 

13．JAネットバンクご利用のお客様へ 

 § ＪＡネットバンクご利用に係る登録変更は不要です。現在ご使用のパ

スワード・ログインＩＤを引き続きご使用ください。 

 



14．JA共済ご加入のお客様へ 

§ 支店統合による共済証書の変更手続は不要です。現在の共済証書を大

切に保管してください。ただし、一部の契約については契約番号が変

更となる場合がありますが、その際は改めて当組合よりご案内申し上

げます。なお、平成 27年 4月 18日（土）以降は、「大門支店」にてお

取り扱いをさせていただきます。 

§ 共済掛金自動振替をご利用のお客様につきましては、平成 27 年 4 月

18日（土）以降は新口座から振替えさせていただきます。なお、現在

登録されております旧口座番号につきましては当組合にて新口座へ変

更処理させていただきます。 

 

 

 【ご不明な点の問い合わせ先】 

最寄りの各店舗までお問い合わせください。 

●本店  

貯金為替課 ℡（0766）52－0117 

●大門支店  ℡（0766）52－0415 

  

 

 

最善のサービス提供に向け役職員一体となって努めてまいりますので、今後

とも変わらぬご支援、ご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。 


